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介護人材確保に係る平成27年度予算案の概要
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地域包括ケアシステムの構築

○ 平成30年度までに全市町村が地域支援事業として以下の事業に取り組めるよう、必要な財源を確保し、市町村の取組を支援する。

※１ 平成30年度からの完全実施に向けて段階的に予算を拡充。平成26年度予算では認知症施策及び生活支援の充実・強化に43億円を確保。
※２ 上記の地域支援事業の負担割合は、国39％、都道府県19.5％、市町村19.5％、１号保険料22％（公費割合は78％）。
※３ 併せて、介護予防・日常生活支援総合事業を推進する。

地域の医療・介護関係者による会議
の開催、在宅医療・介護関係者の研
修等を行い、在宅医療と介護サービ
スを一体的に提供する体制の構築
を推進

初期集中支援チームの関与による認知症
の早期診断・早期対応や、地域支援推進
員による相談対応等を行い、認知症の人
本人の意思が尊重され、できる限り住み
慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし
続けることができる地域の構築を推進

生活支援コーディネーターの配置や
協議体の設置等により、担い手や
サービスの開発等を行い、高齢者の
社会参加及び生活支援の充実を推
進

団塊の世代が75歳以上となり医療・介護等の需要の急増が予想される2025（平成37）年を目途に、医療や介護が必要な状態に
なっても、できるだけ住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活
支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築に向けて取組を進める。

Ⅱ 市町村による在宅医療・介護連携、認知症施策など地域支援事業の充実 ２３６億円

在宅医療・介護連携（２６億円） 認知症施策（５６億円）

地域包括支援センター等において、
多職種協働による個別事例の検討
等を行い、地域のネットワーク構築、
ケアマネジメント支援、地域課題の把
握等を推進

地域ケア会議（４７億円） 生活支援の充実・強化（１０７億円）

Ⅰ 介護サービスの充実と人材確保

（１）地域医療介護総合確保基金（介護分） ７２４億円

○ 平成26年６月に成立した医療介護総合確保推進法に基づき、各都道府県
に設置した地域医療介護総合確保基金を活用し、介護施設等の整備を進め
るほか、介護人材の確保に向けて必要な事業を支援する。

①介護施設等の整備に関する事業
地域密着型特別養護老人ホーム等の地域密着型サービスの施設の整備

に必要な経費や、介護施設（広域型を含む）の開設準備等に必要な経費、
特養多床室のプライバシー保護のための改修など介護サービスの改善を図
るための改修等に必要な経費の助成を行う。（６３４億円）

②介護従事者の確保に関する事業
多様な人材の参入促進、資質の向上、労働環境・処遇の改善の観点から、

介護従事者の確保対策を推進する。（９０億円） ※基金の負担割合
国2/3 都道府県1/3 

（２）平成２７年度介護報酬改定における介護職員の処遇改善等
１，０５１億円

○ 介護報酬改定において、介護職員の処遇改善等を行う。

・１人あたり月額１万２千円相当の処遇改善
（７８４億円＜改定率換算で＋１．６５％＞）

・中重度の要介護者や認知症高齢者等の介護サービスの充実
（２６６億円＜改定率換算で＋０．５６％＞）

（参考：改定率）
改定率▲２．２７％

（処遇改善：＋１．６５％、介護サービスの充実：＋０．５６％、その他：▲４．４８％）
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地域医療介護総合確保基金の対象事業

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に
関する事業

２ 居宅等における医療の提供に関する事業

３ 介護施設等の整備に関する事業

４ 医療従事者の確保に関する事業

５ 介護従事者の確保に関する事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2

※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。

※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の
確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、消費税増収分を活用した新たな財政支援制度（地域医療介護総合確保基金） を創設し、各都道府県に設置。
各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。

平成27年度予算（案） １，６２８億円
（医療分 ９０４億円、介護分 ７２４億円）
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○ 地域の実情に応じた介護従事者の確保対策を支援するため、都道府県計画を踏まえて実施される「参入促進」・「資
質の向上」・「労働環境・処遇の改善」に資する事業を支援。

→ これまで予備費や補正予算で実施してきた基金事業を大幅に充実・拡充
（参考）福祉・介護人材確保緊急支援事業の２５年度執行実績３３億円

○ 地域住民や学校の生徒に対する
介護や介護の仕事の理解促進

○ 若者・女性・高齢者など多様な世
代を対象とした介護の職場体験

○ 高齢者など地域の住民による生
活支援の担い手の養成

○ 介護未経験者に対する研修支援

○ 過疎地域等の人材確保が困難

な地域における合同就職説明会
の実施

等

○ 介護人材キャリアアップ研修支援
・ 経験年数３～５年程度の中堅職員に対する研修
・ 喀痰吸引等研修
・ 介護キャリア段位におけるアセッサー講習受講
・ 介護支援専門員に対する研修

○ 各種研修に係る代替要員の確保

○ 潜在介護福祉士の再就業促進
・ 知識や技術を再確認するための研修の実施
・ 離職した介護福祉士の所在等の把握

○ 認知症ケアに携わる人材育成のための研修

○ 地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ構築に資する人材育成
・ 生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの養成のための研修

○ 認知症高齢者等の権利擁護のための人材育成

等

○ 新人介護職員に対するエル

ダー・メンター（新人指導担当者）
制度等導入のための研修

○ 管理者等に対する雇用改善方
策の普及
・ 管理者に対する雇用管理改善の

ための労働関係法規、休暇・休
職制度等の理解のための説明会
の開催

・ 介護従事者の負担軽減に資する
介護ロボットの導入支援

○ 介護従事者の子育て支援のた
めの施設内保育施設運営支援

等

参入促進 資質の向上 労働環境・処遇の改善

地域医療介護総合確保基金を活用した介護従事者の確保 平成27年度予算（案）
９０億円

○ 関係機関・団体との連携・協働の推進を図るための、都道府県単位での協議会の設置
○ 介護人材育成等に取り組む事業所に対する都道府県の認証評価制度の運営支援 3


